
令和4年度横浜市建築環境セミナー

住宅・建築物の
省エネ関連制度改正について

～建築物省エネ法改正による省エネ基準の適合義務化等～

横浜市建築局建築企画課
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住宅・建築物の省エネ関連制度改正

① 全ての新築住宅・非住宅に対する

建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合の義務化

② 非住宅の省エネ基準引上げ

③ 各種認定基準の引上げ

④ 誘導仕様基準の新設

⑤ 長期優良住宅の既存住宅認定

⑥ 都市計画税の減免

⑦ 再エネ設備導入効果についての説明義務制度
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① 全ての新築住宅・非住宅に対する
建築物省エネ法に基づく
省エネ基準適合の義務化



全ての住宅・非住宅建築物の新築等を行う場合に、建築主に対して原則省エ

ネ基準適合を義務付け

●建築確認の中で、構造安全規制等の適合性審査と一体的に実施

●中小工務店や審査側の体制整備等に配慮して十分な準備期間を確保しつつ、

2025年度に施行予定

●施行日以後に工事に着手する建築物の建築が対象

4

① 全ての新築住宅・非住宅に対する建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合の義務化

※エネルギー消費性能に及ぼす
影響が少ないものとして、政令
で定める規模(10㎡想定)以下の
ものを除く。

国土交通省 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第69号）について」より抜粋



増改築の場合(省エネ基準適合を求める範囲)
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国土交通省 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第69号）について」より抜粋

現行

増改築後の建築物全体

法改正後

増改築を行う部分のみ

① 全ての新築住宅・非住宅に対する建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合の義務化



適合義務対象建築物における手続き・審査の要否
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非住宅 住宅

審査が容易な場合

300㎡以上 適合性判定/建築確認・検査
【省エネ適判必要】

適合性判定/
建築確認・検査

【省エネ適判不要】

【(2)】建築確認・検査
300㎡未満

適合性判定/建築確認・検査
平屋かつ
200㎡以下

【(1)②】省エネ基準への適合性審査・検査省略（構造・防火並び）

【(1)①】建築確認・検査不要

(1)省エネ基準への適合性審査を不要とする建築物の限定(適合性審査を不要とする建築物)

①建築確認の対象外の建築物 【都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物で平屋かつ200㎡以下】

②建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物【都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物で

(平屋かつ200㎡以下）、建築士が設計・工事管

理を行った建築物】

(2)省エネ基準への適合性審査が容易な建築物の省エネ適判手続きの省略【仕様基準による場合等】

① 全ての新築住宅・非住宅に対する建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合の義務化
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国土交通省 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第69号）について」より抜粋

① 全ての新築住宅・非住宅に対する建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合の義務化
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② 非住宅の省エネ基準引上げ



大規模非住宅建築物の省エネ基準が引上げに

● 延床面積が2000㎡以上が対象で、用途ごとに引き上げの基準値の水準が異なる

● 2024年(令和６年)４月に施行予定
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② 非住宅の省エネ基準の引き上げ

国土交通省 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第69号）について」より抜粋
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③ 各種認定基準の引上げ
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③ 各種認定基準の引上げ
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●長期優良住宅認定、低炭素建築物認定、建築物省エネ法に基づく性能向
上計画認定において求める省エネ性能基準をZEB・ZEH水準に引き上げ

●令和４年１０月１日施行

※2F以下の木造住宅等で壁量計算による場合は等級３断熱等級５ ： 平均熱還流率(Ua値)≦0.60
一次エネ等級６： 設計一次エネ／基準一次エネ≦0.8(その他一次エネ除)

住宅に関しての各制度の省エネ性能等比較イメージ
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建築物省エネ法誘導基準及び低炭素建築物の認定基準（非住宅）
●2030年に向け、求める省エネ性能の水準を、ZEB（ZEB Oriented）水準

の省エネ性能（再生可能エネルギーを除く）に引き上げ

●外皮基準(BPI・PAL*)は引き続き求める

国土交通省 資料1：誘導基準の見直し（建築物省エネ法）及び低炭素建築物の認定基準の見直し（エコまち法）について（220902版）より抜粋

③ 各種認定基準の引上げ
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建築物省エネ法誘導基準及び低炭素建築物の認定基準（住宅）
地域区分６の場合(横浜が該当) 改正前(～22.10) 改正後(22.10～)

建築物省エネ法
省エネ基準

一次エネ基準(BEI) 1.0 1.0※1

外皮基準
UA値 0.87 0.87

ηAC値 2.8 2.8

建築物省エネ法
誘導基準

一次エネ基準(BEI) 0.9 0.8※2

外皮基準
UA値 0.87 0.60

ηAC値 2.8 2.8

エコまち法
低炭素建築物
認定基準

一次エネ基準(BEI) 0.9 0.8※2

外皮基準
UA値 0.87 0.60

ηAC値 2.8 2.8

長期優良住宅認定基準
(環境性能項目)
断熱等級5/一次エネ等級６
(等級創設は22.4.1～)

一次エネ基準(BEI) － 0.8※2

外皮基準
UA値 － 0.60

ηAC値 － 2.8

ZEH

一次エネ基準(BEI) 0.8 0.8

外皮基準
UA値 0.60 0.60

ηAC値 2.8 2.8

※１ 太陽光発電設備及びコージェネレーション設備の発電量の内自家消費分を含む
※２ 太陽光発電設備を除き、コージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む

③ 各種認定基準の引上げ
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低炭素建築物の認定基準における建築物の低炭素化推進のために誘導すべき
その他の基準
●ZEB・ZEHの取組を推進する観点から、再生可能エネルギー利用設備(以下「再エネ

設備」)の設置を要件化
改正前(～22.10)

再エネの導
入に関する
要件 ―

その他
の要件

○次の①～⑧のうち２項目以上
①節水に資する機器（便器・水栓など）の設置
②雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
③HEMS又はBEMSの設置
④再エネと連系した蓄電池の設置

⑤一定のヒートアイランド対策（屋上・壁面緑化等）
の実施
⑥住宅の劣化の軽減に資する措置
⑦木造住宅又は木造建築物である
⑧高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用

改正後(22.10～)

○再エネ設備が設けられていること
※住宅(戸建)についての特殊要件

再エネ設備導入かつ省エネ量＋創エネ量(再エネ)の
合計が基準一次エネの50％以上※１

○次の①～⑨のうち１項目以上
①節水に資する機器（便器・水栓など）の設置
②雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
③HEMS又はBEMSの設置
④再エネと連系した蓄電池の設置

⑤一定のヒートアイランド対策（屋上・壁面緑化等）
の実施
⑥住宅の劣化の軽減に資する措置
⑦木造住宅又は木造建築物である
⑧高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用
⑨V2H充放電設備の設置※２

※１ 家電等その他エネルギー量は除く
※２ 電気自動車に充電可能とする設備を含む

③ 各種認定基準の引上げ
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低炭素建築物認定における再生可能エネルギー利用設備

国土交通省 資料1：誘導基準の見直し（建築物省エネ法）及び低炭素建築物の認定基準の見直し（エコまち法）について（220902版）より抜粋

③ 各種認定基準の引上げ
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認定申請単位 (性能向上計画認定・低炭素建築物認定)
●共同住宅等の住戸に対する認定は廃止
●複合建築物については、全体に加え、住宅部分、非住宅部分の認定も可能

国土交通省 資料1：誘導基準の見直し（建築物省エネ法）及び低炭素建築物の認定基準の見直し（エコまち法）について（220902版）より抜粋

③ 各種認定基準の引上げ
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④ 誘導仕様基準の新設
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住宅の誘導基準の水準の仕様基準(誘導仕様基準)の新設

●着工数の多い住宅について、省エネ計算によらずZEH水準の省エネ性能
(誘導基準等)の適合確認が可能となる仕様基準(誘導仕様基準)を設定

国土交通省 資料1：誘導基準の見直し（建築物省エネ法）及び低炭素建築物の認定基準の見直し（エコまち法）について（220902版）より抜粋

④ 誘導仕様基準の新設
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仕様基準に基づく外皮仕様例

(5～7地域、木造軸組広報の戸建住宅)

国土交通省 資料1：誘導基準の見直し（建築物省エネ法）及び低炭素建築物の認定基準の見直し（エコまち法）について（220902版）より抜粋

④ 誘導仕様基準の新設
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⑤ 長期優良住宅の既存住宅認定
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⑤ 長期優良住宅の既存住宅認定

・優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定できる仕組
みを創設（R4.10.1～）

国土交通省 長期優良住宅 法改正概要説明 令和４年９月 資料より
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国土交通省 長期優良住宅 法改正概要説明 令和４年９月 資料より

⑤ 長期優良住宅の既存住宅認定
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⑥ 都市計画税の減免
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⑥ 都市計画税の減免

一定の省エネ基準に適合した住宅を新築した場合、都市計画税が減額

●次の要件を満たすこと

①令和４年４月１日から令和６年３月31日までに新築された住宅

②人の居住の用に供する部分が1/2以上で、居住部分の床面積が50㎡以上

280㎡以下であること（床面積の判定には別途基準があります）

③一定の省エネ基準に適合している住宅であること

「認定低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する住宅」

●減額の内容
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⑦ 再エネ設備の導入効果についての
説明義務制度
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⑦ 再エネ設備の導入効果についての説明義務制度

再エネ設備の設置促進を図る必要がある区域の指定（促進計画）
※本市では計画の必要性について検討中

国土交通省 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第69号）について」より抜粋



以上で住宅・建築物の省エネ関連制度改正について
説明を終了いたします。ご視聴ありがとうございました。
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